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令和３年度育友会・部活動後援会総会の評決結果について（ご報告）

薫風の候、会員の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日ごろは本校の教育活動及び育友会活動に

格別のご理解とご支援を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、「令和３年度育友会・部活動後援会総会」につきましては、 新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う岐阜県か

らの指示に従って、昨年度と同様、出席予定者の皆様に書面での評決をお願いする形での開催とさせていただきました。

最終的には、総会員数５７９人のところ、書面での参加数４１人、委任状数５０５人、合計５４６人となり、育友会規

約第６条第２項及び部活動後援会規約第６条第２項により、総会が無事成立したことをご報告させていただきます。

なお、評決結果につきましては、５月１２日（水）に開催した役員会（会長及び副会長が出席）において下記のよう

に確認しましたので、お知らせします。

記

１ 評決結果

議案第１号 承認する ４１人 ・ 承認しない ０人

議案第２号 承認する ４１人 ・ 承認しない ０人

議案第３号 承認する ４１人 ・ 承認しない ０人

議案第４号 承認する ４１人 ・ 承認しない ０人

議案第５号 承認する ４１人 ・ 承認しない ０人

議案第６号 承認する ４１人 ・ 承認しない ０人

以上により、すべての議案が承認されました。

２ そ の 他

⑴ 議案第５号（１）について

今回ご承認いただいた「令和３年度育友会・部活動事業」ですが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、

すでにいくつかのの事業が書面での開催等になっております。主なものを次に挙げましたので、ご確認ください。

育友会事業 〈校内行事〉 定期総会………書面による開催

〈校外行事〉 西濃地区高校ＰＴＡ会長・校長合同会議………書面による開催

岐阜県高Ｐ連定期総会………書面による開催

⑵ 「全国高Ｐ連賠償責任補償制度」及び「岐阜県高等学校安全振興会」について

今回の総会で「令和３年度育友会予算」をご承認いただきましたので、さっそく正式な申込みをいたしました。

お子様の補償等に関わる事案が生じた場合は、速やかに学校の方へご連絡ください。

⑶ 今回の総会の成立を受けて

育友会としましては、大垣西高校の教育活動やお子様たちの高校生活への支援活動を速やかに行っていきたいと考

えておりますが、昨年度に引き続き本年度も、新型コロナウィルス感染症の影響で先の見通しが立てづらくなってお

ります。

皆様の貴重なご意見等をお寄せいただくなど、ぜひ育友会活動にご協力をお願いいたします。
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